






















【参考資料：模式図】

〈コーポレート・ガバナンス体制〉
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適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次の通りです。

以 上
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法務部門 内部監査部門
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　社　長

　情報取扱責任者

【適時開示】

１．決定事実、発生事実に関する情報

　重要な事実に関する事項は、取締役会等により迅速に決定しております。(決定事実)

　また、重要な事実が発生した場合には、社内担当部門から速やかに、社長に報告されます。(発生事実)

　それらの内容は、速やかに情報取扱責任者に伝達され、社長および情報取扱責任者を中心に、法令等

　並びに東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき、情報開示の必要性を検討、判断し、また、必要

　に応じ、社内関連部門(法務、内部監査部門等)の意見、外部(顧問弁護士、会計監査人)のアドバイス等

　を参考に、迅速な開示に努めております。

２．決算に関する情報

　決算に関する情報は、経理部門において、常時その財務情報を集計しており、これに基づき会計監査人、

　監査役会、内部監査部門の監査が実施されております。これらの過程におきましても、重要決算情報に

　つきましては社長に速やかに報告されますので、適時開示規則に従い、迅速な開示に努めております。

３．子会社、関連会社に関する情報

　子会社、関連会社に関する情報につきましても、速やかに、親会社である当社に報告される体制をとって

　おり、社内情報同様、迅速な開示に努めております。


